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社会福祉法人 
恩賜

財団 東京都同胞援護会 

特別養護老人ホーム ゆたか苑 重要事項説明書 

 

 

 

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

連絡先 ０３－３９５９－２１２９（通常は９時～１７時） 

担当者 生活相談員 

 

 

２ 特別養護老人ホーム ゆたか苑の概要 

（１） 提供できるサービスの種類 

施設名称 
社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 

特別養護老人ホーム ゆたか苑 

所在地 東京都豊島区長崎３丁目２６番４号 

介護保険指定番号 指定介護老人福祉施設 （東京都１３７１６００３０３号） 

 

 

（２） 同施設の職員体制 

職種 人員数 職種 人員数 

園長 1 名 

介護職員 

法令に定める常勤換算方法

により、看護師との総数で 

利用者3 名またはその端数

を増すごとに1 名以上 

事務職員 必要数 

生活相談員 常勤1 名以上 

看護師 
2 名以上（うち1 名以上常

勤） 

医師 1 名以上 

管理栄養士 1 名以上 機能訓練指導員 1 名以上 

調理員（委託） 必要数 介護支援専門員 1 名以上 

 

 

（３） ゆたか苑の概要 

定員 
５０名 

（４名短期入所用） 
医務室 １室 

居室  ４人部屋 
１１室 

 
食堂 １ヶ所 

２人部屋 ４室 機能訓練室 １室 

    個 室       ２室 洗濯室 １室 

    静養室 １室 浴室 一般浴・特殊浴 

※ ４人部屋（１室３３．７２㎡）、２人部屋（１室１８．１５㎡） 

※ トイレは部屋と部屋の間にあります。 
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３ サービス内容 

（１） 施設サービス計画の立案 

① ご利用者が日々の生活を快適に安心して過ごせるようなケアの提供を目的とした個別の施

設サービス計画を作成します。作成にあたっては、できる限りご利用者の固有の価値観や個

別のニーズに即した計画となるよう配慮します。 

② ご利用者について解決すべき課題を把握し、ご利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施

設サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点

等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。 

③ 必要に応じて施設サービス計画を変更します。 

 

（２） 食事 

個別の栄養ケア計画に基づいた食事を提供します。 

（常食・キザミ食・極キザミ食・ミキサー食・補食・治療食） 

 

（３） 入浴 

体調等を考慮しながら、週に２回以上の入浴または清拭を行います。 

 

（４） 介護 

① 個別の施設サービス計画に基づいて、介護サービスを提供します。 

② 心身の状況等に応じて、プライバシーを尊重しながら（食事・入浴・排泄・移動・ 

身だしなみ等）必要な援助をおこないます。 

 

（５） 個別機能訓練 

① 日常生活機能維持、向上を目指したリハビリテーションを提供します。 

② ご利用者を専門的に評価し、体調を考慮しながら、（理学療法・音楽療法等）個別の 

プログラムに沿った個別訓練やグループ訓練をおこないます。 

③ レクリエーションや趣味活動を通して余暇の充実を図ります。 

 

（６） 生活相談 

随時、生活相談員が生活上の要望や希望を伺い相談援助を行います。 

 

（７） 健康管理 

ご利用者の日々の健康管理・健康衛生向上のため、看護職員、嘱託医および協力医療 

機関が中心となり、全スタッフと連携を図ります。 

 

（８） 生活支援 

① ご利用者が日々の生活を快適に安心して過ごせるような生活支援をおこないます。 

② 行政手続き代行・日常費用支払い代行・年金や通帳の管理等の事務的な支援。 

③ 誕生会・理美容サービス等の生活環境支援。 

④ 散歩外出・行事・クラブ活動等の余暇活動支援。 

 

 

 

 

４ 介護保険が定める法定料金（サービス単位が１単位＝１０．９０円となります）【１日概算】 
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（１） 基本サービス 多床室 （令和6 年４月１日～） 

介護認定 
単位数 

（１日につき） 

自己負担分１割 

（１日につき） 

自己負担分 ２割 

（１日につき） 

自己負担分 3 割  

（1 日につき）       

要介護１ 589 642 円 1,284 円 1,926 円 

要介護２ 659 ７19 円 1,437 円 2,155 円 

要介護３ 732 798 円 1,596 円 2,394 円 

要介護４ 802 875 円 1,749 円 2,623 円 

要介護５ 871 950 円 1,899 円 2,848 円 

 

（２） 加算料金  

法令に基づく介護報酬額に準じます。自己負担額は算定する加算等により変動する場合があります。 

 

（3） その他の所定料金 

① 食費・居住費 

食費（１～３段階） １，４４５円/日 

食費（４段階） １，８５０円/日 

居住費（多床室） ９１５円/日 

 

食費・居住費については「介護保険負担限度額申請」により所得に応じ以下の軽減制度を利用でき

ます。申請はご入所前の住所地の区市町村窓口で行ないます。 

所得段階 食 費 
居 住 費 （多床室） 

 

第1 段階 ３００円 0 

第２段階 ３９０円 ４３０円 

第３段階① ６５０円 ４３０円 

第３段階② １，３６０円 ４３０円 

その他 

（第４段階） 
１，８５０円 ９１５円 

※ 利用者が入院、外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、

原則として補足給付が支給されている場合を除いて法令に定められた自己負担分があります。 

※ このほか「高額介護サービス費用」申請を行うことで基準額を超えた費用が還付される制度も

あります。詳しくはお住まいの区市町村までお問合せください。 

 

② その他 日用品費用（選択） 

内容 金額（円） 備考 

□個人用ティッシュペーパー １１０円 1 個（希望時販売） 

□義歯洗浄剤 ５００円 1 箱（希望時販売） 

□歯ブラシ・義歯用ブラシ １２０円 1 本（希望時販売） 

□歯磨き粉 ２１０円 1 個（希望時販売） 

□舌ブラシ ５４０円 1 個（希望時販売） 

□整容用品（かみそり・産毛剃り・シェービングクリーム） ３００円 希望時 

□サービス提供記録複写物 １０円 １枚 

□その他 実費 希望時 

□日用品セットＡ １，２００円 月額 
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□日用品セットＢ ９００円 月額 

□日用品セットＣ ３００円 月額 

□日用品を希望しない ０円 月額 

＊オムツなど共用品は施設でご用意致します。 

＊日用品費には下記セットＡ～Ｃがあり、品目により額が違います。全て持ち込む場合には費用は 

頂きません。 

【日用品セット】 

セットＡ セットＢ セットＣ 希望なし 

ティッシュペーパー  

1～3 箱／月 

歯磨き粉 1/2 本／月 

歯ブラシ 1 本／月 

義歯用ブラシ１本／月 

義歯洗浄剤 28～31 錠

／月 

ティッシュペーパー  

1～3 箱／月 

歯磨き粉 1/2 本／月 

歯ブラシ 1 本／月 

（いずれかの選択） 

義歯用ブラシ１本／月 

義歯洗浄剤 28～31 錠

／月 

ティッシュペーパー 

 1～3 箱／月 

 

 

月額 1,200 円 月額 900 円 月額300 円 月額0 円 

＊継続入院していた月は請求いたしません。（無料です） 

＊商品指定は出来ません。特定の商品をご希望の場合は個別にご持参下さい。 

 

教養娯楽費（選択） 

内容 金額（円） 備考 

□生きがい活動材料代 ３００ １回 

□書道材料代 ５０ 〃 

□音楽活動（歌詞カード代） ２０ 〃 

□華道クラブ材料代 １２００ 〃 

□脳いきクラブ教材代 ５０ 〃 

□その他 実費 〃 

 

個別サービス利用料（選択） 

内容 金額（円） 備考 

□通帳管理料 １００ 1 日 

□特別な食事費用（お楽しみ食） ７００ 1 食 

□特別な食事費用（おせち料理） ９００ 1 食 

□理美容代 実費  

□喫茶代 実費  

□嗜好品代 実費  

□活動材料代（その他） 実費  

□予防接種費用 実費  

□長期入院中の居住費 負担限度額認定証記載額 1 日 

□外出・旅行費用 実費  

□その他の外部サービス費用 実費  

 

個人電化製品使用料（選択） 

電気代 ７０ 1 日 
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（令和6 年４月１日現在） 

５ 利用料の請求・支払方法について 

毎月１５日以降に前月分の請求をいたしますので、その月の末日までにお支払いください。 

お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

（１） お支払い方法 

お支払い方法はゆうちょ銀行口座引き落とし、またはマルチバンク口座振替サービス 

（ご指定の銀行口座からお引き落とし）がご利用頂けます。 

① ゆうちょ銀行 、マルチバンク口座振替サービスは指定口座に一定額以上ご入金いただ 

いている場合は、自動で引き落とします。不足した場合はその都度ご入金ください。 

※マルチバンク利用の際には手数料が発生します。 

②  施設口座への振込み 

①が難しい場合は、当施設口座へお振込みが可能です。※手数料はご負担頂きます。 

 

（２） 利用者の預かり金について 

① 当施設では入居時に指定銀行の口座を開設していただく方式をとっております。通帳 

作成はご家族が銀行で行なわなくても、施設で作成いたします。ご家族にて通帳を管 

理される方は、口座開設後に通帳をお返しいたします。毎月２６日に利用料が引き落 

とされますので、残高が不足しないようにお願いいたします。 

②  ご家族で金銭の管理をされる場合、ご本人のおこづかいやおやつ代などはその都度、 

ご用意いただきますのでご協力をお願いいたします。また、居室での保管には十分 

ご注意ください（紛失等の責任は負いかねます。） 

６ 入退所の手続き 

（１） 入所手続き 

① 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は事前に介護支援専門員（ケアマネージャー）

とご相談ください。 

② 入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

   ③ ご入所の前にご確認ください 

・ご本人はご入居に同意されていますか？ 

・ゆたか苑をご利用されるにあたり、事前にご本人へのご説明をお願いいたします。納得 

いただけないままのご入居はご本人にとってもつらいばかりでなく、認知症などの症 

状を進行させてしまう場合があります。担当ケアマネージャーとも十分ご相談ください。 

④ ご家族内ではご入居に同意されていますか？ 

ご家族のご兄弟等、ご家族内でもご入居に際し、十分話し合いをしていただく事をお勧め

します。ご入居後のご家族間でのトラブルの原因となります。 

（２） 退所手続き 

① ご利用者のご都合で退所される場合 

退所を希望する日の１ヶ月前までに文書にてお申し出ください。 

② 自動終了 

・以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ご利用者が他の介護保険施設に入所したとき。 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、法令に基づき該当し

なくなったとき。所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。 

・ご利用者が亡くなられた場合または被保険者資格を喪失されたとき。 
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（３） その他 

① ご利用者が、サービス利用料金の支払を３ヶ月以上遅延したとき、またはご利用者やご家

族などご利用者が当事業所や他のご利用者に対して本契約を継続し難しいほどの迷惑行為を

行ったときは、退所していただくことがございます。この場合、契約終了１ヶ月前までに文

書で通知いたします。 

② ご利用者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがないと

き、または入院後３ヶ月経過してしまったとき、文書で通知のうえ、契約を終了させていた

だくことがございます。退院後に再度入所を希望される場合は、改めてお申し出ください。 

③ やむを得ない事情により当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所していた

だくことがございます。この場合、契約終了６ヶ月前までに文書で通知いたします。 

 

７ 当施設のサービスの特徴等 

（１） 運営の方針 

① 基本理念 

・個人の尊厳をまもり、利用者の意向を十分に尊重いたします。 

・利用者の心身の健全と、一人ひとりに応じた自立を支援いたします。 

・地域の皆さんと一緒に福祉の街づくりに努めます。 

②  基本方針 

・利用者の立場に立ってサービスを考えます。 

・利用者のため質の高いサービスを提供します。 

・笑顔と挨拶と礼儀を大切にします。 

・透明で健全な施設経営を目指します。 

（２） ホームでの生活について 

① ご相談 

ホームでの生活についてご不明な点がありましたら、職員にお知らせくださいますようお願

いいたします。 

・日常生活・介護に関するお悩み      （担当介護員など） 

・その他生活全般のお悩み・金銭に関すること（生活相談員など） 

・医療・健康面に関すること        （主治医・嘱託医・看護師など） 

・施設の設備・運営面に関すること     （施設長・相談員など） 

・その他職員以外への相談         （オンブズパーソンなど） 

② 食事 

・朝食 ８：００～ 昼食 １２：００～ 夕食 １８：００～ です。 

・お食事場所は食堂になります。 

・ご利用者同士でお食事やおやつのやりとりはご遠慮ください。 

・お茶やお湯は職員へお申し付けください。 

③ 入浴 

・入浴は１週間に２回です。 

・体調不良時には全身清拭を行います。 

④ 洗濯 

・洗濯物はホームで行います。各自衣類には名前をつけてください。 

・高価な衣類等は外部クリーニングをご利用ください。 
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（３） サービス利用のために 

事   項 内        容 

個人情報保護 
法令に基づいた取扱いを行っています。なお、職員及びボランティア、実

習生などは個人情報規程に基づき誓約書を交わしています。 

ホームページによる活動報告 
法人ホームページ及び施設ホームページにて季節の行事や日常生活につ

いて写真等を公開しています。http://yutakaen-douen.jp 

職員への研修実施 
東京都や社会福祉協議会等が主催する各種研修会他、法人独自の研修会や

研究発表会に参加しています。 

職場内各係・委員会 
サービスの向上のために各係（食事、排泄、入浴、口腔等）、各委員会（防

災、研修等）を設置、施設独自の主体的な活動を実施しています。 

職員の福利厚生 社会福祉法人福利厚生事業へ加入しています。 

文集･広報の発行 
法人独自の「同援だより」が年数回と、施設独自の 「ゆたか苑だより」

を発行しています。 

利用者懇談会 

毎月１回の懇談会と、フロア会議において、入居者と職員とが交流し、園

での生活が楽しく過ごせるよう、行事のお知らせを行い、日々の生活の感

想を話し合う場を設けています。 

家族会 
施設からの呼び掛けで年２回程度の懇談会を実施しています。その他、行

事案内や個別に近況報告、預かり金報告等を定期的におこなっています。 

地域との交流 
地域住民と行事を通じて交流を深めています。また災害時の相互協力を行

います。 

児童との交流 近隣の小学校や保育園との交流を行っています。 

行事･クラブ 
外出する機会を増やし、季節行事を中心に皆様が参加できるものを企画し

ています。 

理美容 
施設内では理容サービスのみとなります。希望により美容院への外出（有

料）もできます。 

ボランティアの導入 
個人や学校のボランティアや、地域のボランティアサークル等、年間を通

じてご協力いただいております。 

オンブズパーソン 
地域の代表や家族の代表等で構成し、ホームのサービス向上に向けて、虐

待防止委員会を設置しています。 

実習生･研修生の受け入れ 
大学や短大、専門学校等から社会福祉士･介護福祉士･ヘルパーなど資格習

得のための実習生の受け入れをおこなっています。 

地域との防災応援協定 近隣の自治会との応援協定を結んでいます。 

施設損害賠償責任保険 
施設損害賠償責任保険に加入しています。また、ボランティア保険は損害

保険会社で対応いたします。 

施設の情報公開 
受付にて「情報公開ファイル」を設置しています。また法令に基づき施設

の状況等は東京都のホームページ等でも常時公表しています。 

（４） 施設利用にあたっての留意事項 

① 面会 

・面会時間は特に設けていませんが、同室者に迷惑がかかる時間帯（早朝・夜間等）はご遠

慮ください。 

・おやつは介護員室でお預かりしています。面会時のお食事・おやつなどのお持ち込みの場

合は職員へお知らせください。誤嚥事故の防止を行っています。 

・感染症まん延予防のため面会を一時的に制限する場合がありますのでご協力ください。 

② 外出、外泊 

・感染症まん延予防のため面会を一時的に制限する場合がありますのでご協力ください。 

・ご家族等の面会者が付き添っての外出や散歩は自由ですが、必ず職員または窓口にお声を
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おかけください。天候や利用者の健康状態によっては、ご遠慮いただく場合もありますの

で、予めご了承ください。 

・外泊や長時間の外出については、事前にお申し出ください。また、通常行事以外のお出か

け、買い物外出や自己の希望による通院等の付き添いにつきましては、職員の付き添いの

場合、外出参加費がかかります。または外部のヘルパー（有料）もご利用いただけます。 

③ 飲酒、喫煙 

・喫煙コーナーがありますのでご利用ください。医師からの指導がない限り、特に規制は設

けておりません。職員がお預かりして飲酒や喫煙をしていただくこともできます。 

④ 設備、器具の利用 

・テレビはデイルームにもありますが、居室のテレビもご利用になれます。また、ポータブ

ルトイレや移動介助バー等を必要に応じて設置いたします。 

⑤ 所持品の持ち込み 

・大切な思い出のお品等、紛失の際の責任は負いかねますが、お持ち込みになる場合はご相

談に応じます。 

・はさみ、爪きり、針等の危険物は介護職員でお預かりしています。 

・その他施設長の判断でお持ち込みを制限させていただく場合があります。 

⑥ 宗教活動 

・施設内での布教活動についてはご遠慮していただいております。また、お勤めにつきまし

ても周りの方のご迷惑にならないようお願いしています。 

⑦ ご本人への郵便物について 

・住民票が異動されますので、各種手続き書類はホームに届きます。特別に申し出ない限り、

ご本人に確認の上、開封させていただきますが、支障がある場合はご家族にて発行先機関

に送付先変更の手続きをお願いいたします。 

⑧ 個人情報保護について・写真・名前の掲載について 

・ゆたか苑では、地域に開かれた施設を目指しており、近隣のボランティアの方々、小中学

校の職場体験及び介護福祉士等の実習生の受入れを活発に行なっています。ボランティア

や実習生は個人情報保護同意書を取り交わし、受け入れておりますので、ご理解ください

ますようお願いいたします。また、「ゆたか苑だより」やインターネット上のホームページ

において行事風景のスナップを掲載することがあります。写真掲載について支障のある場

合は生活相談員までお知らせください。 

⑨ 緊急でない受診への協力体制について 

・医療機関への受診につきましては、介護保険の施設サービスの枠を超える範囲のもの（緊

急でない疾患等の受診及び自己の希望による受診）は、原則ご家族に付き添っていただき

ます。付き添いが出来ない場合は外部のヘルパーをご利用いただくこともあります。 

⑩ 施設内での事故について 

・ゆたか苑のご利用者はご高齢ですので、お体が不自由な方、認知症の症状のある方がほと

んどです。歩行される方でも筋力の低下や機能の低下が日々すすまれており、転倒やベッ

ド等からの転落の危険性はどなたでもあります。ご本人の状況に応じ、これらの事故を最

小限にする努力を行なっていますが、完全に防ぐことは非常に困難です。どうぞこの点を

十分ご理解の上、ご利用くださいますようお願いします。一般に高齢者施設では、転倒に

よる骨折や頭部打撲、誤嚥による呼吸停止などの事故も年間を通じて多数発生しています。

万一転倒や転落、誤嚥等をおこされた場合は、必要に応じ医療機関への受診を行わせさせ

ていただきます。 

⑪ お亡くなりになった場合の対応について 

・施設や併設病院でお亡くなりになった場合は長時間の安置ができません。ご自宅へお帰り
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いただくか、葬儀社等で安置していただく必要があります。またゆたか苑で葬儀やお別れ

会をご希望される場合は、ご相談に応じます。 

８ 緊急時の対応方法 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族

の方に速やかにご連絡いたします。なお、協力医療機関での対応が困難な場合には近隣の救急

病院等への搬送もあります。 

 

緊 急 連 絡 先 

氏 名 続柄 住 所 電話番号 

 

〒 （自宅） 

 

 （携帯） 

 

 

〒 （自宅） 

 

 （携帯） 

 

 

〒 （自宅） 

 

 （携帯） 

 

※ 協力医療機関  要町病院 〒１７１－００４３ 東京都豊島区要町１－１１－１３     

電話０３－３９５７－３１８１ 

聖母病院 〒１６１－８５２１ 東京都新宿区中落合２－５－１     

電話０３－３９５１－１１１１ 
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９ 非常災害対策 

（１） 防災時の対応 

消防計画にもとづいて適切な対応をおこないます。 

（２） 防災設備 

非常通報装置、防火戸、防火シャッター、スプリンクラー、自家発電装置、消火器、屋内 

消火栓等を設置しています。 

（３） 防災訓練 

毎月１回定期的な防災訓練を実施しています。 

（４） 防火責任者 

園長 薄 井 正 和 

 

１０ サービス内容に関する相談・苦情 

（１） 当施設ご利用者相談・苦情担当 

担当者  生活相談員      電話 ０３－３９５９－２１２９ 

（２） その他 

当施設以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

    東京都国民健康保険団体連合会  電話 ０３－６２３８－０１７７（直通） 

    福祉サービス運営適正化委員会  電話 ０３－５２３８－７０２０ 

豊島区役所 介護保険課     電話 ０３－３９８１－１３１８ 

 

１１ 当法人の概要 

 

名称・法人種別              社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 

代表者役職・氏名            理事長  飯山 幸雄 

本部所在地・電話番号        東京都新宿区原町３丁目８番地 

ＴＥＬ ０３－３３４１－７１６１～４ 

ＦＡＸ ０３－３３４１－７１６５ 
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１２ 高齢者支援系グループ施設 令和7 年4 月1 日現在 

 

軽費老人ホーム サンホーム(A 型) 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

短期入所生活介護 

フジホーム・ニューフジホーム・原町ホーム 

ゆたか苑・ひかり苑 

救護施設 昭島荘 

認知症対応型共同生活介護事業 グループホームかえで・原町グループホーム 

老人デイサービスセンター事業 

認知症対応型通所介護事業 

東大和市ふれあいデイセンターひかり苑 

地域包括支援センター 新宿区榎町高齢者総合相談センター 

昭島市中部地域包括支援センターあいぽっく 

居宅介護支援事業所 フジホーム・原町ホーム・ゆたか苑・ひかり苑 

昭和郷 

小規模多機能型居宅介護 原町小規模多機能型居宅介護センター 

昭和郷小規模多機能居宅介護センター 

小平市訪問給食サービス サンホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 高齢者住宅さくらガーデン 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 昭和郷訪問介護センター 

公益事業 フジホーム診療所 

介護職員初任者研修 
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介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な 

事項を説明しました。 

 

 

令和  年  月  日 

                            事業者    

〈住  所〉 東京都豊島区長崎３丁目２６番４号 

〈事業者名〉 社会福祉法人 
恩賜

財団 東京都同胞援護会 

特別養護老人ホーム  ゆたか苑 

〈代表者名〉 園 長  薄 井 正 和   印 

 

                            説明者  生活相談員 

                            氏 名  中 村 綾 佑  印 

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の 

説明を受けました。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者 

〈住 所〉 

 

〈氏 名〉 

 

                        印 

 

代理人 

〈住 所〉 

 

〈氏 名〉 

 

                        印 

            


